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○委員長

ただいまから会議を開きます。

本日の会議録署名員に成田委員、秋山委員をご指名いたします。

付託案件を一括議題といたします。

この際、理事者より報告の申し出がありますので、これを許します。

「平成12年石狩湾新港管理組合議会第２回定例会の報告について」

○（港湾）白岩主幹

去る８月22日に、平成12年第２回石狩湾新港管理組合議会定例会が開催されましたので、その概要についてご報

告申し上げます。

議案につきましては、平成12年度石狩湾新港管理組合一般会計補正予算の１件でございまして、補正予算の内容

といたしましては、去る８月４日の経済常任委員会におきまして報告、ご審議いただきました中央地区マイナス10

メートル岸壁改良工事に伴う国直轄負担金の増加等でありました。当日付けをもって原案可決されたところでござ

います。

また、報告事件が４件ございまして 「平成11年度石狩湾新港管理組合繰越明許費繰越計算書報告の件 「財団法、 」

人石狩湾漁業操業安全資金協会の経営状況に関する件 「社団法人石狩湾漁業総合振興対策協会の経営状況に関する」

件 「石狩湾新港サービス株式会社の経営状況に関する件」の４件が報告されたところでございます。」

○委員長

次に、今定例会に付託された案件について説明願います。

議案第29号「小樽市山林基金条例の一部を改正する条例案について」

○経済部副参事

それでは、議案第29号 小樽市山林基金条例の一部を改正する条例案につきまして、ご説明申し上げます。

蘭越町が同町三笠、貝川両地区に小樽市が所有する山林の地積調査を実施したことに伴い地積に変動が生じたた

め、山林基金の地積等を変更するものであります。調査の結果、同地区の山林基金総体面積が409万平方メートルで

あったものが、総体で13万9,000平方メートル増加することとなりますが、両地区の林道等をその他土地の普通財産

、として管理することとなり、その面積18万8,000平方メートルを基金条例から除外することとし、その結果として

両地区の山林地積は４万9,000平方メートル減じ、404万1,000平方メートルとなりました。よろしくご審議のほどお

願い申し上げます。

○委員長

次に、陳情第48号「じん肺被災者の救済とじん肺根絶に関する意見書提出方について」

○（経済）藤原主幹

陳情第48号 じん肺被災者の救済とじん肺根絶に関する意見書の提出を求める陳情についてご説明申し上げます。

じん肺は、炭鉱、鉱山、トンネル工事などで働く労働者が長期にわたり粉じんを吸い込むことによって引き起こ

される職業病です。1970年代からじん肺被患者が被害の救済を求めて企業及び国の謝罪責任を問う訴訟が提起され

ており、一部判決や和解が出されていると伺っております。しかし、係争中のじん肺訴訟も多く、トンネル工事に

。おいても多くのじん肺患者が出ており、今でも年間1,000人ものじん肺関係の労災認定がされているとのことです

このような中、じん肺被災者の救済のため国や関連企業に問題の早期解決に努めるとともに、国においては今後

じん肺を根絶するために、じん肺訴訟及び予防にかかわる法改正や根本的な対策を講ずることを強く要望する意見

書の提出を求める陳情であります。

○委員長

これより質疑に入ります。
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○西脇委員

◎地域中小企業支援センターについて

これは、新規事業だとかあるいは独立を目指す個人だとかあるいは零細企業の経営改善を支援するという法律で、

道内16カ所の商工会議所等が指定を受けているようですが、これまでもこの種の事業支援策というのはあったと思

うんですけれども、現在、どういう状況になっているのか。利用状況、相談件数、その他について見解を伺います。

○中小企業センター所長

後志の地域中小企業支援センターでございますけれども、創業等を支援するということで小樽市商工会議所に置

かれているわけでございますけれども、お聞きしたところ５月15日から８月31日までの間に窓口相談に見えられた

方が26件、専門家派遣を希望した件数が14件、そのほか経営セミナー等の講習会を２回、それから情報の提供等を

常時行ってございます。

創業の相談窓口の件でございますけれども、金融関係で17件、事業計画の件で７件、その他が２件ございます。

それから、専門家派遣ですが、経営コンサルを派遣したものが６件、金融で派遣したものが５件、その他が３件と

なってございます。

なお、商工会議所の方によりますと、創業で相談された方の数社が起業されたというふうに聞いてございます。

○西脇委員

最後の部分をもう一回、９件、商売を始めたというんですか。

○中小企業センター所長

はっきりと商工会議所で件数を押さえているわけではないんですが、数社が創業したというふうに聞いてござい

ます。

○西脇委員

これは国の政策で、中小企業支援策としては目玉商品と言われているものなんですね。それで、今報告された数

字というのは、経済部としてはどういうふうに押さえて。利用はもっとあるべき、あるいは期待どおりだったとか、

この点についてはどうなんですか。

○中小企業センター所長

５月15日から８月31日までの仮の件数でございまして、比較的こういう時期としてはあったのではないかと私は

考えてございます。

○西脇委員

◎ＴＭＯについて

今、総じて中心市街地空洞化問題も関連して、国も大型店の進出を野放しする一方で、やむなくこういう対策を

とらなければならなくなっていると。中心市街地活性化法が98年４月施行されております。これは直接今の質問と

関係ないですけれども、この98年の中心市街地活性化法の下で、小樽市もそれなりに中心市街地空洞化問題につい

て取り組んでいると思うんですが、タウンマネジメントいわゆるＴＭＯ構想なんですが、今小樽市がどういう段階

に置かれている。商工会議所との関連もあると思うんですが、どういう取り組みをしてどういう方向で進んでいる

のか、お尋ねします。

○商工課長

ＴＭＯの関係でございますけれども、まず基本的に小樽市の中で今建築都市部に市街地活性化対策室がありまし

て、そこがこの問題の事務担当ということで中心的に当たっておりまして、我々も参画をしておりますので、知っ

ている範囲でお答えをさせていただきますが、お話にありました今の中心市街地活性化法、平成10年に施行されま

して、それ以降、実は小樽市におきましても「街なか活性化計画」という、いわゆる小樽市としての基本計画です。

今後の中心市街地のあり方を含めた、そういった基本計画を11年８月に策定をいたました。それを受けて、実はそ
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れの実施段階といいますか、どういった形で進んでいくかという中で、今お話のございましたＴＭＯも含めた構想

ができてくるわけなんです。

現実に今は小樽市が商工会議所にお願いして、商工会議所がまちづくり研究会というのを立ち上げまして今年の

５月から議論を深めておりますが、その中で今後の中心市街地の活性化策の、ある意味では具体編、そういった議

論をされます。その中で、今のＴＭＯというまちづくり機関になるんですけれども、そういうものがその議論の結

果として立ち上がっていく形になろうかというふうに思っております。

○西脇委員

これは、13省庁が商店街の駐車場だとかあるいは街路灯だとか、国が150種の支援事業を用意しているわけですね。

それで、小樽市でもおそらくまちづくり研究会などで出てくる問題としては中心市街地における駐車場の問題なん

かが大きなウエートを占めるのではないかというふうに思いますけれども、まちづくり研究会というのは今どうい

う動きをしているんですか。

○商工課長

これも知っている範囲でお答えさせていただきますけれども、ことしの５月以降３回ほどこの委員会が開かれて

おりまして、その中で、街なか活性化計画に盛られた一つの市のつくった基本的な計画、それをどう具体化してい

くかという議論が今されております。

その中で、３回の委員会でおおむね方向性を打ち出しつつありますけれども、先般はアンケート調査、これは観

光客も含めた市内のいろいろな方のアンケート調査を実施し、さらには先般は委員の皆さんが先進地の視察を行っ

たようです。そういったものを含めて次の研究会の中で少し具体的な小樽市の方向というのが見えてくるのかなと、

こんな形で今進んでいるというふうに聞いております。

○西脇委員

これは法で来年の３月までに構想を中心市街地活性化法に基づいてまとめるというふうになっているんですが、

新聞報道によると大体８回ぐらい開く予定になっているというふうになっているんですが、今年度いっぱいで一定

の具体的な方向が見出されるということなので、実際には13年度から事業が具体化されていくということで考えて

いいのかどうか。

○商工課長

私が聞いている範囲でのお話になりますけれども、今お話がありましたとおり今のＴＭＯの構想策定をこの10月

ぐらいから始めて２月ぐらいにつくり上げて、３月には構想を提出すると。実はこの提出は市に提出することにな

ります。市はそれを受けて認定するという作業が出てくるわけですが、それらを受けて、当然、今お話がありまし

たとおり具体的な動きというのは13年度になってから出てくるのかなと、そんなふうに思っております。

○西脇委員

市としては何事業ぐらいを盛り込んでいくというふうになると考えていますか。

○商工課長

これも詳細は承知をしていないんですけれども、現在の街なか活性化計画に出ている事業がかなり数多く出てお

りまして、その中で優先順位といいますか、セレクトをして具体的に何事業になるかというのはこれからの議論か

と、そういうふうに思っております。

○西脇委員

私も余りよく承知してないので間違っていたら間違っているというふうに言ってもらいたいんですが、市は既に

基本計画となる街なか活性化計画を昨年の６月につくっていますよね。それで、中心市街地約200ヘクタールを指定

していると。それで、道路とか公園とか商店街振興など51の個別事業を盛り込んだというふうになっているわけで

す。そういう51の事業を盛り込んでこれから中心市街地の活性化に向けて取り組むということなんですが、余り間
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口を広げてもどうなのか。また、これは補助事業というか、補助金がつく事業だと思うんですけれども、何かあれ

ですよね、国では年間１兆円の予算を考えているみたいだということなんですけれども、市としてこの１年間に、

例えば来年度どのくらいの事業費規模になるというふうに想定できるのか、できないのか。

○商工課長

大変申しわけないんですけれども、その辺の話は建築都市部の中で議論することになっております。私としては、

そこまで承知をしておりませんけれども、ただ、51の事業、今おっしゃいましたとおり道路事業からそれから中央

通の拡幅からすべて含める事業の中で、今後セレクトして優先順位をつけて進めていく。先ほどと同じですけれど

も、そんな形で今進めていると思います。

○西脇委員

◎妙見市場について

この構想の中に実際に入ってくるのかどうかはわかりませんけれども、妙見市場のことで経済常任委員会では活

性化について取り組んでほしいと。これは全会一致した意見になっているわけですね、妙見市場については。それ

で、過日というか、小樽市も一生懸命取り組んでいただいておりますが、中小企業診断士の妙見市場における今後

の方向性というのが出されておりますが、今、どういう状況になっているのか。おそらく協同組合の皆さんといろ

いろ意見を聞いたり小樽市の意向を伝えたりということで進んでいると思うんですが、どういう状況にあるのかお

尋ねします。

○中小企業センター所長

妙見市場の件でございますけれども、ただいま委員ご指摘のとおり、中小企業診断士の集約等に向けた意見をち

ょうだいし、妙見市場は、中小企業診断士・コンサルの意見をもとに現在どういう方向で進むべきかということを

検討してございまして、今、中小企業診断士・コンサルが提案した、Ａ棟を取りやめて、Ｂ棟、Ｃ棟に埋めていく

と、こういう提案でございまして、その提案について私どもも含めて市場側がいろいろと協議していると、こうい

う状況でございます。

○西脇委員

そのことについては、協同組合側と意見が一致して進められているというふうに理解してよろしいんですか。

○中小企業センター所長

私どもはその提案について拒否するという立場にはないですし、具体的な方向に向けてできるだけ早くやれるよ

うに協議してまいりたいというふうに思っています。

○西脇委員

それは協同組合の意向を小樽市がああだこうだということにはならぬと思いますけれども、ただ、私が聞きたい

のは、いろいろなやりとりはあるけれども、基本的には中小企業診断士が出した方向性の方向で進んでいるという

ことで、双方折り合わなければならない問題もいろいろあると思いますけれども、具体的には年度を越えてからと

いうふうになるんだろうかと。

○中小企業センター所長

今考えていることはすぐ今年度でできるとは思ってございませんので、そういう方向になるのではないかという

ふうに思ってございます。

○西脇委員

いずれにしても市が大家さんという問題もありますけれども、ぜひ市民の台所という点も含めて協同組合の皆さ

んの意向が反映されるように頑張っていただきたい。どうぞよろしくお願いいたします。

○西脇委員

◎市場連合会について
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それで、そういう動きもあって市場関係の皆さんも連帯して頑張らなければならぬということで市場連合会もで

きておりますが、ちょっと古い調査ですけれども、ことしの３月の市場の空き店舗状況を見ますと、妙見市場は59

店舗といいますか、間口のうち20、その他多いところは入船第一がほぼ半分、19店舗のうち10店舗があいている、

半分以上あいているというふうなこともあって、全体としては263間口のうち52間口が空き店舗というふうに報告を

受けて、約２割、５軒に１軒があいているという状況なんですが、こういう状況を何とかしたいというのが恐らく

市場関係の皆さんの第一の願いだと思うんです。それで、小樽市が直接大家さんでありませんからどういう立場で

支援するかわかりませんけれども、市場連合会に対する援助策として今やっていること、これからやろうとしてい

ること、どう考えているのか伺います。

○（経済）小鷹主幹

ただいまの市場連合会でありますけれども、６月12日に正式に立ち上げというふうになりまして、その後何度も

部会を開いて市場連合会としてどういったことをしていこうかということの話し合いを続けてまいりました。その

結果、とりあえずいろいろな問題はある中で、ただいま委員がおっしゃったような空き小間の問題もございます。

それから後継者不足ということもございますけれども、本年度については当面とにかくやれるものをやっていこう

という結論に至りまして、最終的にこれから行われます９月29日から大売出しということでやるわけですけれども、

小樽市の市場連合会発足記念事業として９つの市場全体でスタンプラリーを行って、それぞれスタンプラリーに参

加された方々に商品券等の景品を差し上げようということになっておりますし、それから、同じ時期に９月30日か

ら10月22日までの間なんですが、北海道が運輸省と共同事業ということで行われることになっております感動市場

という、ちょっと観光にも関連いたしまして 「フンバル、ガンバル北海道」キャンペーンの一環として行われる事、

業でありまして、それとも一緒に相乗りをしてタイアップしていこうということになっております。そういった市

場スタンプラリー等の共同事業ということで、とりあえず今までは各市場が個々に売り出しとかを行っていたわけ

ですけれども、共同で行ってみようという初の試みを実際に行うということになっております。

そのほかに、共同ではなくて個々の個別事業として、９市場それぞれが小樽市の生き生き市場づくり推進事業の

中にあります30万円を上限とした小さな補助金ではありますけれども、それを活用した形での売り出し等イベント、

そういったものを９市場ごとに企画してこちらの方に申し出がありますので、その辺にも補助をしたいというふう

に思っています。

今後につきましては、とりあえずことしはそういうことになりますけれども、この事業が終わった後に、まだ随

時会議を開いてお話し合いをするということになりますし、また、新たな観点からのそういったイベントや行事な

どを行うということも考えております。そのほかに、委員のご指摘のありました空き小間それから将来的な後継者

対策、そういったものも追々この組織の中で話し合っていこうと、そういうふうな約束といいますか、申し合わせ

的な格好で進ませていただいております。

○西脇委員

小樽市として経営の中身まで立ち入ってああだこうだなんていうことは難しいことだと思うですけれども、私は

ちょこちょこ鱗友市場へ行っていまして、もとは本当に市民の台所という性格の、本当に何というか、安い、魚種

が豊富でというふうに行っても楽しい市場だったんです。ところが、最近はどこへ行ってもカニと、何ていうんで

すか、観光客を中心にした商売というのが圧倒的に多くなってしまっている。やはりこういうことが一般の市民の

足を遠のける原因にもなるのではないかということで、それぞれの市場で個性が当然あっていいんでしょうけれど

も、そういうことも含めて本当に地域というか小樽市民に根差した市場ということをきちっと、どういう機会かで

指摘したりお願いしたりという場面が必要でないかと思うんですが、この点どうでしょうか。

○（経済）小鷹主幹

市場連合会の中の議論でも、我々は観光客を主体に相手にするのではなくて、市民のための昔から小樽の独特な
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商業形態の一つとして特色のある市場という形態のこういう商業だということを認識してございまして、この点に

ついては地元の方々を最大のお客様としてお相手をするためのこういった会合であるということを認識してござい

ますし、それからアドバイザーを入れたりしてアドバイスもいただいておりますけれども、その中にもそういった

提言もございますので、この辺は尊重された中で議論されているかというふうに思っております。

○西脇委員

◎いきいき資金について

質問を変えますが、通称いきいき資金なんですが、この利用状況はどうなんでしょうか。

２定までは利用がゼロという報告を受けておりましたけれども、その後の動きについてお尋ねします。

○中小企業センター所長

商店のいきいき資金の融資相談件数でございますけれども、２定で報告した後、相談件数は２件ほどございまし

た。いずれも融資には結びついてはございません。

○西脇委員

せっかく新しい予算で皆さんが中小企業、商工業を励まそうというふうにして予算化したんですけれども、半年

経過して相談が２件、利用はゼロということですね。これはやはり何か必要がなくて相談に来ないと考えているの

か、制度上に魅力がなくて来ないというふうに考えたらいいのか、この辺はどうでしょうか。

○中小企業センター所長

難しい質問と思うんですけれども、私どもは必要があるというふうに判断してつくったわけでございますけれど

も、ただ、この問い合わせの中にも、単なる中身を知りたいというケースもそれなりにございました。こういう経

済情勢の中、いろいろと考えているんですけれども、ただ、やはり景気の上向きというか、そういうものがまだ期

待されない中でちょっと足踏みしている状況だというふうに私どもとらえています。

○西脇委員

様子見をしているということで、まだ制度利用まで踏み出せないでいる状況もあると思うんですけれども、私は、

根本には従来型の融資制度の枠を出ていない、結論的なことを言うと使いづらい制度だということだと思うんです。

それで、繰り返しで申しわけないんですけれども、やはり最終的に制度を利用する決定権が金融機関にあるという

方式ではなくして、小樽市が認めたものは無条件で金融機関が融資する等のことをやらない限り、幾らいきいき資

金なんていい名前をつけてもらっても、さっばり生き生きした制度にはならないのではないか。この点については、

部長お答えを。

○経済部長

いきいき資金のことにつきましては、一応過去３年間の平均売上高が10％以上減少した場合ということでそれな

りに今の経済状況の変化に対応して、ここぐらいの売り上げの減少であれば必要とするだろうということでやった

ものでありまして、この制度自体そのものについては私は時宜を得たものかなというふうに思っています。

そういう中で、実際に融資相談に来られるものの中には10％以上減少していないという方がそれなりにいらっし

ゃるということも一つありますし、やはり借りたはいいけれども、中長期的に現状を打破して少しでも上向きにと、

そういう方向で行くにはなかなか不確定要素が多過ぎるということで、そこに踏み切れないでいるのが現状ではな

いかなと思っていますので、制度自体そのものを今すぐどうこうするということでは私としては今考える時期では

ないのかな、もう少し様子を見る必要があるのかなというふうに思っています。

それと、従来型の融資制度ということで借りにくいんじゃないかということでお話がありましたけれども、金融

機関の方に貸し付けの決定権をゆだねないで小樽市が直接やれという話になりますと、これは直貸しの範疇に入っ

てくるんだなという気がします。そういう中で、やるからには融資額の一定割合について当然焦げつくだろうとい

う前提がなければできない制度だと思うんですね。ですから、そういう中でリスクをどこまで見るのかということ
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が一つあるわけですが、現状の中で市がリスクを負いながらも、なおかつ、そういう直貸しをやっていくというこ

とが果たしてこの時期適当な制度として取り入れられるのかというふうになると、私自身はもう少し熟慮しなけれ

ば難しいかなと思っています。

○西脇委員

２定のときは27件の問い合わせがあってゼロでした。それ以降は２件あってゼロということなんですけれども、

それで、２定のときも指摘というか、意見を言ったんです。利子をさげたから借りるとか借りないというよりも、

借りる条件の方の緩和をもっとすべき。例えば３年間の平均が何割売り上げが減ったとか何とかというようなこと

は、もうこれは枠を取っ払っていいんじゃないかということも含めて、せっかくつくった制度ですから、やはり見

直すということも必要でないかなと思います。

それから今、部長が答弁されたようにリスクの問題ですけれども、やってもみないでそういう心配をするという

のもまた。やってみて、こうだからもうだめだというならまだいいんですけれども、やりもしないで相手を信用し

ないというのは、これはまたいかがなものかというふうに思います。

そういうことですので、何かコメントすることがありますか。

○経済部長

枠を取り払うということについてお話がありましたけれども、ある程度制度融資はいろいろな種類をうちの場合

は持っていますので、そういう中で取り払ってしまえば他の制度とほぼ違わない、例えばマルタル資金とどこが違

うのかといったようなこともありますので、やはり制度の性格を鮮明にするためにはそれなりの特徴を持たせなけ

ればならない。それがいきいき資金の場合、枠であるというふうにとらえています。

それから、やってみなければわからないというお話なんですが、現実に金融ベースといいますか、貸し借りが成

立しているところについてはそれなりに返済能力もあり、企業としてもそれなりの活動が実際に行われている。そ

ういう人たちについてやられているんだろうと思うんです。制度融資の場合はそこからボーダーラインとして落ち

てくるといいますか、非常に厳しい環境の中で経営に当たっている方々だと思います。そういう中で融資をしたも

のが100％焦げつきなしに返ってくるというのはなかなか考えにくい状況でございまして、他都市の直貸しといいま

すか、その部分を見た中でもやはり１割以上は焦げつきが現実に起きているというお話も聞いていますので、やっ

てみなければ確かにわからない部分もあるかもしれませんけれども、やはり１割以上のリスクを背負っていくのが

果たしてどうなのかということにつきましては、先ほど申し上げましたようにこれはかなり慎重に考えていかなき

ゃならないと思いますので、その辺についてはもう少し我々としても確信を深められるまでといいますか、そうい

うふうな詰めはしていかなきゃならないなと思います。

○西脇委員

◎洞爺山水ホテルについて

これは２定でご存じのとおり、議会が始まってしまってから、始まってというか、告示以降に追加議案として提

出されて、そしてまた直前で撤回するということで何か不可解なやり方だな、何でこんな浮足立ったようなやり方

をしなきゃならないのかということなんですが、実際に湯鹿里荘の処理についてどうなんですか、これはもう御破

算になったんですか、やるんですか。というのは、やはり山水ホテルだけでなく、あそこの土地を利用したいとい

う方もいるかもしれないわけですね。その場合に、まだ縛りがあるのかどうかも含めてお答えください。

○経済部次長

ただいまの山水ホテルの件でございますが、西脇委員の方から、唐突に議案が提出され唐突に撤回をされるとい

うご指摘ございました。確かにこの件につきましては、当初有珠山の噴火といったことがございまして、私どもに

とりましても突然このお話は市の方に持ち込まれたという経過がございます。これは決して意図的なものではなく

て、全く我々にとりましても突然ああいった有珠山噴火によりまして営業が停止に追い込まれたと。それで、商売
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を休業しなければならなくなったということで、それぞれ仕事を失った従業員の対策のために何とか小樽の中で土

地を見つけて営業を再開したいと、こういう強い申し出がございまして、私どもとしましては大変結果的には撤回

という形になりまして申しわけございませんでしたが、有珠山のそういった噴火を受けて非常に困難な状況に置か

れている方につきまして何とか救済したいということで、たまたま湯鹿里荘という一つの対象になる土地、建物が

ございましたので、そういったことで前向きに対応させていただいた次第でございます。

しかし、その後残念ながら確かに今のご指摘にありますように、大変急ぐ中でありまして、日にちとの戦いとい

うこともございまして、何とか事業再開を一日でも早く実現したいということで、２回定例会に間に合わせたいと

いうことで随分急いだ経過がございまして、事務的な面でいろいろ先方さんのご意向も変わったということもござ

いまして、結果的には金融機関との話し合い等、いろいろな新たな条件づけがされた中で、残念ながら議会でのご

審議をいただくところまで至らないで大変申しわけございませんでしたが、撤回をさせていただいたという経過が

ございます。

それで、実はその後、有珠山の噴火の方がかなり小康状態を保ったということもございまして、私ども折にふれ

て先方さんのそういう状況を確認させていただいております。当然あの噴火によりまして非常な量の降灰がありま

して、その除去作業なんかも先方さんでおやりになられていまして、その間でも一貫して現在まで先方さんとして

は小樽に出てくる意思ということは現在も変わっていないということは私ども確認しております。

ただ、噴火がかなりおさまったということで、８月１日から実は先方は、一応近隣の温泉街全体の取り組みとい

うこともございまして、山水ホテルは今年の８月１日から営業を再開いたしてございまして、まだ正直申し上げま

して従業員の方も全員が戻ってきたわけではございませんし、完全な形での再開ではございませんが、とにかく温

泉街全体としての取り組みという中で山水ホテルもそれに歩調を合わせた形で再開してございます。

そういったことで、その降灰の除去作業、それから最近に向けての動き、それからまた再開という形で、実は大

変残念なんですが、まだ金融機関に提出する書類等が図面等の制作をしている業者から確認してございますが、残

念ながらそういった再開に向けましてのいろいろな忙しさの中でなかなか思うような時間がとれないようで、どう

もその辺の手続がおくれぎみになってございまして、まだ金融機関の方に最終的な、こういった形でという姿形を

示す図面が提出されていないというふうに伺っております。

ただ、今、西脇委員からもご指摘ございましたように、今回ああいった議案という形で金額的なものも提示され

ましたし、そういった面で、その土地につきましていろいろ関心をお示しになられる方もいらっしゃるだろうと思

いますし、私どもが一番実は懸念してございますのは、今後に向けまして中央バスが湯鹿里荘を現在経営されてお

りますので、ある程度その辺の見通しがつかなければ中央バスにもご迷惑をかけると思います。

それからもう１点は、今回の山水ホテルが進出するに当たりまして、近い将来前田建設工業の土地も買うという

部分もございますので、そういったいろいろ関係する部分がございますので、できるだけ私どもとしましては、も

うこれで開業しましてから、今回議会が終わりまして２カ月がたちますので早急にその辺の見通しをつけまして、

できるだけ早い時期に議会の方にご報告させていただきたいと思っております。

ただ、私どもは今直近で先方さんに確認させていただいておるということは、小樽市への進出の意向というもの

はまだ失われていない、こういうふうに確認しておるところでございます。

○西脇委員

問題点は、５月からこういう話が出て、ホテルには売らないけれども個人に売るだとか、金融機関がそう言って

いるだとか、いろいろ何か我々にはわかりづらいことが起きているのが今の事態なんですよ。それで、恐らくは契

約金額6,500万円だとかはっきりしていますから、この売却単価が。そういうことになれば、他の業者もこのぐらい

だったら俺も何とかという人もいるかもしれない。そういう場合に、山水ホテルと約束があるからあなたはだめよ

というふうになるのか、それともこの際、もう公開してしまったんだから、これ以上の値段で買ってくれるところ
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でなおかつ小樽市民と小樽のためになるような企業であればどなたでもいいですよって公募方式にするのか、とい

う問題が問われてくると思うんです。その点はっきりと買うんだったら買うということで、今のうちに仮契約でも

何でも結ばなかったら、まただらだらといっていろいろな問題になって結局はだめでしたなんていうことに。だっ

たら、これ市の対応としてはまた問題になるので、その点をきっちりするということが必要ではないかと思います。

○経済部次長

ただいまの進出の件でございますが、私ども今はまだ具体的にそういったお話がございませんけれども、こうい

った可能性、今西脇委員がおっしゃられましたような、別な業者なり別な企業からそういうお話が来るということ

も考えられると思っています。

それで、私どもとしましても単なるこの辺の口約束といいますか、正直申し上げまして、今回こういったお話が

そもそも持ち上がりましたのは洞爺のそういった現状というものがございまして、まだこのお話というのはさきに

２定でも議会にもお話し申し上げましたように、先方からこういう申し出があって先送りをさせていただきたいと

いうことでご理解を得ている経過がございますので、私どもとしましては、どちらにいたしましても、洞爺山水ホ

テルが本当に出てくるのか出て来ないのか、その辺について、もし出てくるということであれば、今ご指摘がござ

いましたように、何らかの形できちっと議会の方にもご説明できるようなそういった裏づけを持った上でお話をさ

せていただきまして、いろいろご相談をさせていただきたいと、このように考えておるところでございます。

○西脇委員

普通であれば２定でああいう異常な事態だったわけですから、せめて３定にはこうなりましたというぐらいのや

はり相手側からの誠意というのか、あってしかるべきだと思ったんですね。そういうことできちっとしてもらいた

いということの意見です。

◎キティホークについて

まだ、市長が判断をしかねているというのが実態だと思います。それで、まずお尋ねするのは、キティホークと

計画どおりであればバッティングする可能性があるフェニックス。これは代理店と３日間に１回ぐらい連絡を取り

合って位置を確認するということになっているようですが、今はどういうふうになっているのか。

○港湾部長

今お話のございましたキティホークとのかかわりでございますけれども、私どもは代理店から情報をいただくと

いうことになっておりますけれども、ご存じのように９月16日ですか、東海岸を出港しましてパナマを通るという

ところまではいただいておりまして、パナマ運河の通過につきましてもこれまた優先順位があるらしくて、まず一

つはそこをくぐってからでないと小樽港までの日時ですか、これもはっきりしたものが出てこないというお話も伺

っていまして。一つはパナマを過ぎたあたりで情報をいただける、こちらの方へ入れるというふうなお話を伺って

いますので、現時点ではまだ情報をいただいておりませんので、その辺またはっきりしまして情報をいただければ

またご報告したいと、このように思っております。

○西脇委員

万が一というか、市長がキティホークの寄港を容認するというようになった場合に、港湾部としてはインディペ

ンデンスのときのように一般公開を望んでいるのか。それとも、もうああいう事態は二度と避けたいということで、

はっきりと港湾としての機能を守るために、私は例え寄港しても管理者が認めたとしても、一般公開なんていうや

り方は断わるべきだと思うんですが、港湾部としてはどう考えていますか。

○港湾部長

もし仮に受けるという方向になった場合、私どもとしてはインディペンデンスのときの一般客それから一般公開

の中で36万人というふうな数字を聞いておりますし、あれだけの数がもし来られたら大変だなということもありま

して、私どもとしては、もしキティホークが来るということになれば、一般公開はできるだけ避けていただけるよ
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うな話をしていきたいと、そのように考えているところでございます。

○西脇委員

もう一回、ちょっと聞こえない。

○港湾部長

一般公開は、これから具体の行事予定をまだ手にしておりませんけれども、もし仮にするという話で向こうから

来たときには、港湾部としては一般公開はできるだけ避けてくれと、そういうお話をしていきたい、このように思

っています。

○西脇委員

恐らくマイカルに来るお客さん、そしてキティホークを見たいお客さんと重複すると、その場合、小樽港縦貫線

は当然港湾部の管理道路ですよね。そういう場合、一般車両の通行を規制し、港湾関連の車だけの通行というよう

なことは可能なんですか。

○港湾部長

臨港道路を走っています、うちの方の縦貫線でございますけれども、基本的には臨港地区からの幹線道路という

ことで位置づけしてございまして、従前からお話ししてございますように、あの道路は小樽市内の国道と並んで一

般道路も走っている市民の利便を期している道路でもありますので、港湾関係車両以外のものを規制するのはなか

なか難しいという位置づけをしてございまして、今回どういう形になるかわかりませんけれども、私どもとしては

一般車両を排除するということはなかなか難しいのかと、こんなふうに考えています。

○西脇委員

港湾区域内への立ち入りはお断りできるけれども、縦貫線等は規制が無理だということですね。

それで、最後にお尋ねしますが、神奈川新聞の報道によりますと、キティホークが今月の26日に横須賀母港を出

港するという報道がされておりますが、そうしますと、18日間かけて、もし小樽に寄港するとすれば18日間あるわ

けです。この18日間、何をやってくるのか。軍事秘密といえばそれまででしょうけれども、そういうことを調査し

ているのかどうかお尋ねします。

○港湾部長

キティホークの動向でございますけれども、私どもとしては先般お話しいたしましたように、９月４日、海保か

らバースの手配ということでいただきまして、この10月16日までですか、入港を希望しているという話だけで、そ

れ以外の情報については今のところ得ておりませんので、どうするのかというのは今の段階ではお答えできません。

○西脇委員

横須賀からちょっと遠回りしたとしても小樽港まで2,000キロぐらいあると思うんですね。キティホークの速力は

33ノット、時速にすると約61キロというふうになりますから、真っすぐ2,000キロ走ってくるとすれば、やはり33～

34時間あれば来れるわけですよ。ただ、休養と言っていますから、疲れていないと休養になりませんので、どこか

で戦闘訓練をやってくるのかなというふうに思われるので、そこら辺の情報キャッチを十分やっていただきたいと

いうことで。以上で質問を終わります。

○渡部委員

◎産業振興と地場産業振興会議について

時間の関係もありまして、一問一答ということではなくちょっと固めてお聞きいたします。

一つは、経済部の産業振興にかかわる協議の件です。地場産業の振興のために協議会を設置して、調査、検討ほ

か高度策定について、ワーキングも含めて検討されているわけですけれども、今日までの状況についてお聞かせく

ださい。それが１点。
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それから、２つは、協議してきた事項について、今後の地場産業振興に重要と思われる項目については、協議会

の終了の前に予算等の手だてを考えていくべきでないのかなと、そのように思っておりますけれども。一つの件と

それから今の件でお聞かせください。

○商工課長

地場産業振興会議についてのお尋ねでございます。

昨年の12月に立ち上げをいたしまして、以降今まで実は本会議といいますか、振興会議の方は５回ほど開催して

ここまで来ております。その５回の中でそれぞれの委員の方からいろいろなアイデアをいただきまして、今後の小

樽市の産業振興にとってのアイデアといいますか、そういうものをかなりの件数を出していただきました。

その中で、ポイントを絞って実は３点にわたって検討すべき課題ということで、ワーキンググループを５月17日

だったと思いますが、立ち上げをいたしました。この３つは、前にも一回お話ししておりますけれども、ゼオライ

トの研究開発ということで、これはゼオライトという熱を持っている石を何とか使って暖房に使おうという、そう

いったものを一つは研究開発していこうというワーキングを立ち上げました。もう一つは、朝里川温泉地区、この

地区の振興を今後どうしていくかという辺りを産業振興と絡めていけないか、こんな課題が二つ目であります。も

う一つは、町育て情報ということで、小樽の中心市街地、商店街を中心としたこういった地域に、何とか情報をそ

れぞれ受発信できるような仕組み。さらにはできればその場所、そんなものをつくっていけないかというような、

大枠を申し上げましたが、３つのワーキングが今立ち上がりまして、５月以降既に５回ほどそれぞれのワーキング

で議論がされてきております。大体月に１～２回のペースでやってきて、それぞれの委員の皆さんには手弁当で大

変恐縮なんですけれども、夜遅くまで毎回議論をいただいて、かなりそれぞれのワーキングごとに今度具体的な提

案がなされてきて、相当いいところまで現在進んできております。そんな中で、できれば年度内に我々としては一

定の方向といいますか、具体性のあるものを出していければなというふうに考えております。

それから、もう一つございました予算の関係でありますけれども、実はそれぞれゼオライトの研究開発というの

はこれは一つのことをどう具現化していくかという話ですから、これにつきましては、今、国の研究開発の予算を

できれば導入をして、13年度具体化を図りたいということの進め方をしております、これが一つ。その中に、私ど

もも研究開発の助成制度を持っておりますので、どう絡めていくかということも考えております。

さらには、朝里と町育てのワーキングにつきましては、それぞれに数本ずつの事業の具体性のあるものが出てき

ておりますのでこれらをさらに今後煮詰めていく中で、優先順位といいますか今先に必要なもの、そんなものがで

きればピックアップをして13年度の予算に反映できるものを何とかつくっていきたいというようなことで皆さんに

お願いをしながら現在進めている、そういう状況でございます。

○渡部委員

◎経済情勢と市内企業の現状について

一つは、産業振興に向けて精力的に会議を進めてきております。しかし、現状の小樽を見ていったときには、景

気がさっぱり上向くことではなく景気低迷に陥っているという、そういう現状ではないかなと。経済情勢について

も厳しい状態の中に追い込まれている状況にあるわけですけれども、これら全般的にどうとらえているのか。

それから、行政としての手だてを行っているわけですけれども、何か効果が見えてこないという気がいたします。

経済低迷の状況と相まっていわば新しい法律ができてきているわけですけれども、会社分割法とか、どちらかと言

うと救われるようなものではなく厳しい面は厳しい中にとまったままの今の小樽ではないのかなという、そういう

気がしております。

経済情勢についてどうとらえているのか１点と、それから、新しい法律との関係でリストラ的な要素も含めて現

状の会社なんかがどういう実態にあるのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。

○商工課長
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全体的な小樽の情勢ということだと思います。なかなかお答えしづらい部分もあるんですけれども、日銀やある

いは経済企画庁や道の通産局が発表しているいろいろなものを読ませていただいていますけれども、全国的にはそ

れなりに景気回復に向けて動き始めているよというのは総括されていますが、北海道はなかなか厳しい状況にある

というのが全般の動きだと思います。特に小樽の部分につきましても、日銀の小樽支店がいつも発表していますけ

れども、直近のやつを見ましても個人消費についてもなかなか厳しい、全体として低調裏だという総括をこの３カ

月ほどずっとしておりますので、小樽にはなかなか回復がし切れていない。具体的には、個人消費の部分では大型

店の売上高が10％ぐらいまた落ちている、さらには家電や新車の登録台数なんかもかなりの数字が落ちてきている、

そういう部分では現実的に厳しい。さらには、小樽にとってはある程度好調だった観光の部分での入り込みの数や

宿泊の数もかなり数字的には落ちてきているという現状ですから、なかなか厳しい現状にあるんだろうと思います。

さらに、昨今の工業関係、商業販売額の数字なんかもやはり落ちぎみだというのが、先般８月に工業の部分、こと

しの10月に商業の部分、少し前のものになりますけれども、出されている部分でも数や売上高というのはやはり落

ちぎみになっている、そんな状況が出ているのが事実でございます。

さらには、これは言うまでもなく、今年度に入ってから倒産件数がかなり多くなってきております。そういう意

味では厳しい状況に推移をしているというのが現実だろうというふうに思っております。

それから、もう一つは行政の手だてや効果の問題、さらには新しい法律のお話がありました。今年に入りまして

から、産業再生法だとかあるいは中小企業基本法の改正だとか、さまざまの法改正というのがされてきています。

いろいろな見方をされていますけれども、現実に各個別の企業にとってはなかなか厳しい状況で続いているんだろ

うなというふうに思っています。我々もなかなか法律のねらいだとか法律の具現化みたいなものを理解し切れない

中で動いているのが現実の姿ですから、今後どういう形でその法律の効果が出てくるのかというのを十分見きわめ

ながら我々も施策を進めていかなければならないと思っています。特に、雇用の面なんかは、先ほど言いました部

分を含めて倒産があれば当然厳しくなるわけですし、いろいろな意味で厳しい中で推移をしておりますので、こん

なことも含めて十分推移を見ながら、今後効果が見えてこないと言われていますけれども、我々のやり切れる範囲

の施策を粘り強くやっていくしかないのかなと、こんなふうに考えております。

○渡部委員

現状非常に厳しい、個別を見てもそうである。片方では、最初にお答えいただきました産業振興のために尽くし

ている、日常における面でも新年度の予算を含めて手だてをしてでも、なかなか全般的に明るさが見えない。そう

しているうちに、今話がありましたように、今度はもう就職問題、これも大事な問題で、やはり若者をどう定着さ

せていくのか、それから市内でどう働いてもらうのか、こういう位置づけの問題を含めてやはりあるんですね。で

すから、行政は厳しいと言う、ただ単に行政としては話だけの表現ではなく、実効性のあるものをどう組み立てて

いくのか。大きい面では側面から協議会を持って、やはり活力ある小樽の産業振興という問題はこの厳しい状況の

中で実効ある施策というものをどう打ち立てていくのか。それから、全体的にここでやはり奮起していくという自

助努力を含めて企業側にも喚起を促していくという。ただ単に我慢だけでは押し流されてしまうのではないかな、

そういう情勢にあると思うんです。ですからここ一番、やはり経済部、商工も含めて、しっかりと頑張っていただ

きたい。また、いろいろな面で指導をする、それもまた実際に活力につながっていくような面も見出していく、こ

の点を要望するわけですけれども、特別そういった面で考えていること等ありましたらお聞かせいただきたいと思

います。

○経済部長

渡部委員からるるお話があったのは全くそのとおりだと思います。各産業総じて見ましても商業の部分でいいま

すと消費不況が一つありまして、それと将来に対する不安も含めてなかなか消費が行動に移らないという部分が一

つあると思います。一方におきましては、これもご指摘なんですけれども、実際に商業を営まれる方につきまして
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も後継者の問題もあるんでしょうけれども、なかなか積極的に打って出るという姿勢が見えてこないと、そういう

部分もあるわけでございます。また、製造業におきましても、こういう時代ですから受注の部分がかなり落ちてい

る。さらには競争が激化しておりますので、いわゆる利益率、価格の面でもなかなか対抗し得ない部分も地場産業

の中にはあるといった部分もございまして、なかなか厳しいと。そして、全国的には景気は上向きと言いながらも

やはり地方都市の場合はタイムラグがあるわけでございまして、それがちょうどいいぐあいに上向きの状況が地方

にも及べばいいわけですが、そこに至る前に景気の上向き部分が下降に転ずるといったような状況が過去からござ

いまして、そういう点からも小樽の今の経済界の置かれている状況は相当厳しいというふうに認識しております。

それと、雇用の面で若者の定着のお話がありましたけれども、行政といたしましては、供給側としていわゆる地

場の企業に数多く雇用していただく立場でいろいろな施策を展開してきていたわけですけれども、現実問題として

先ほど来申し上げておりますように、景気が冷え込んでいるということで企業サイドも採用に踏み切れないといっ

たような状況があるわけでございますので、ここのところを業績、実績を行政として改善をし状況を上向きにして

採用を図らせるというのは非常にピークが難しいというのが一つありますけれども、うちとしましてもハローワー

クだけに頼るのではなくて、経済部としても地元の企業に対していわゆる求人要請といいますか、そういうものを

これから活発に働きかけをしていきたいというふうに思っています。

それから、施策等をこれから地場の産業あるいは経済の底上げを図るために施策として展開するかというお話が

ございましたけれども、基本的には行政と経済とのかかわりといいますのは、行政サイドとしてはやはりいかに生

きた情報を数多く直接に集めて的確に提示をしていくかということが基本的に行政の施策だというふうに思ってい

るわけでございますけれども、やはり時代はいろいろ変わりますので、そういう中では行政として施策を幾つかつ

くり上げてそれを提示をしていくということも今後必要になるかなというふうに思っておりますので、その辺につ

きましても内部でも研究しながらどういうことが考えられるのか、詰めていきたいと思っております。

○渡部委員

経済面にかかわってのお話が多岐にわたっておりますし広範囲ですからまた機会を見てということで、申しわけ

ありませんけれども、この程度で時間の関係で先へ進みます。

◎オーストリア軍艦について

オーストラリアの船の話がありましたけれども、あれはどうなったんでしょうか、軍艦の話。

○港政課長

オーストラリア艦船の入港についてでございますけれども、現在まだ正式には私どもの方に来てございません。

情報としましては、新聞等にも報道されていましたように、10月４日から６日までということで把握しております。

○渡部委員

◎道内における艦船の入港状況について

キティホークの調査特別委員会でお聞きいたしました。その関連でお聞きいたします。

道内で艦船がどのくらい入っているのかということで調べていただきたいということで調査されていると思いま

すので、お聞かせください。

○港政課長

キティの特別委員会のときに渡部委員の方からご質問がございました。道内12港の重要港湾がございますけれど

も、すべて確認できてございませんけれども、函館につきましては48年からことし８月末までということで61隻、

それから室蘭港につきましては昭和35年から現在まで35隻、釧路につきましては53年から現在まで７隻というとこ

ろまでは把握してございます。そのほか、根室、十勝あるいは苫小牧等については入港実績がないということでと

らえております。

○渡部委員
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小樽はこのデータ上からいくと、何隻で押さえていますか。

○港政課長

小樽は68隻ということでございます。

○渡部委員

小樽68隻それから函館が今のお話で61隻ということで、やはり小樽はこれは統計上での面も今話がありましたの

で、数字だけの面でいきますと率直にお聞きいたしますけれども、周辺事態となった場合、法施行との関係でこれ

だけの実績、特に空母寄港という現実からして既成事実として小樽港がねらい撃ちされる。余計な心配だと言われ

るかもしれませんけれども、既成事実として見ていったときにそうなりはしないかというふうに単純に思うわけで

すけれども、港湾部ではどのように押さえているか、お聞かせください。

○港湾部長

確かに今の数字でまいりますと小樽港が68隻ということで多いわけですけれども、従前から私ども小樽港という

のは歴史が古くて商港ということで今まで発展してきてございますし、そういう意味では道内に各港あるわけです

けれども、それぞれやはり流通拠点という位置づけの中で皆さん港の整備を進め、そして集荷に努めておると思い

ますし、私どもも当然従前からそういった気持ちはあるわけでして、今、数字的には軍艦が多いわけですけれども、

ねらい撃ちというお話がございますけれども、私どもとしては従来どおり100年の歴史を守りながら21世紀に向けて

の商港としての位置づけをしていきたいなと、こんなふうに思っています。

○渡部委員

理論として深入りする気はないんですけれども、単純に結果的にそうなりはしないか。しかも数字上から見てい

くならば、特に空母が続けて民間港で２度入るなんていうことからすると、今部長が言われたように100年の歴史を

誇る商業港、これを維持して発展を期すと。半面、道央港湾の流通拠点港湾としての小樽港。しかし、こうした数

字を見ていったときにはやはり軍艦拠点港と言われてもそれは仕方がないのではないかなという、そのように見て

いるわけです。これは見解を求めても同じ答弁であろうということも察しますので、これは見解を求めませんけれ

ども。

◎インディペンデンス入港時の検証について

続けて関連的に、インディペンデンスにおける検証のお話をしました。特別委員会では時間の関係もあってきち

っとやりとりまでできませんでしたので、特にインディペンデンスにおける検証について、その検証した結果を書

類にて後日見せていただきたいということをお願いするわけですけれども、いかがなものでしょうか。

○港湾部長

港湾機能の影響ということで各関連する業界の方々に意見を聞いております。具体のどこまで掘り下げていかれ

るかは別にしまして、一つは今のお話のように、各業界それから企業の方に私どもが知り得る範囲の中で聞いてお

りますので、それについては後ほど提出させていただきたいと思います。

○渡部委員

今、検証の話をしましたけれども、何とか事故のないようにということで、当時港湾部を先頭にして相当の時間

をかけて綿密に組み合わせをしてきているんですね。ですから、僕の手元なんかでも、これみんな港湾部の方で事

故のないようにそれから関連する面も含めてずっと提出されて、これは実は色なんかついているのは最終場面で、

こういう一つの枠組みをしていきながら、安全性だとかそういうところまで示してもらって説明もしっかりと受け

て、それで一回ばかりでなく、こうすることによってさらに安全だとか、そういうものの枠の中で一つのものをつ

くり上げていったんですね。それだけ事故があってはならぬ、それから港湾機能の障害ももちろんありましたし、

ここまでいろいろな角度で、これが最後の決まった書類ですよ。ですから、最終的には船が出ていった後、もう二

度と来てほしくない、相当苦労を皆さんがしたという、そういう現実なんですね。ですから、今度また入ってくる
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ってそんな簡単なものではないと、これはしっかりと受けとめてほしいのと、もう一つは、特別委員会でお話しし

ましたように、新谷前市長は頻繁に入れるようなことはしないんだと。だけれども、この次に入ってくるときには

こういうふうにしっかりとやっていく、こうしていくという、そのものが残されているんですね。だから、これは

やはり現場サイドで、一番には港湾部にしっかりと受けとめていただくのと同時に、市長にも受けとめていただい

て小樽港は小樽港なりのルールという、そのものをつくり上げていくという大事な問題であろうというふうに思い

ますので、先ほど検証した事柄については後ほど提出いただくということですから、しっかりとそれも見せていた

だいて今後の対策なども考えていきたいというふうに思います。

○港湾部長

今図面を示していただきながら、私どももできる限りのことはやってきたつもりですし、考えられることを含め

てやってきたんですけれども、確かに先ほどお話がありましたように、検証の中では、小さなことですけれども、

やはり業界の方からのそういった話を聞いてございますところもあるものですから、先ほどお話ししましたように

私ども業界の方とも話しておりますので、努力させていただきたいと思います。

○秋山委員

◎小樽市山林基金条例について

全体的に３点集約してお尋ねしたいと思います。

１点目、経済常任委員会に付託されております議案第29号に関してお伺いいたします。

蘭越町の山林はどんな経緯で小樽市の財産になったのか。また、道内の他区域にもあると伺っていますがその状

況と、それらの区域はどのような形で小樽の財産となったのか。これらの山林の管理はどのようにされているのか。

また、管理経費はどのようにされているのか。今後山林をどのように考えられているのか、この辺に関してお願

いいたします。

○経済部副参事

まず、蘭越の取得の経緯なんですけれども、これは寄附だとか何とかという種類でなく、戦前、国有未開発処分

林だとかで伐採跡地を国から当時の小樽市が買い入れたというお話でございます。それと、市域外、いわゆる小樽

外の市有林の関係はご承知のとおり教育山林基金におきましては日高管内の穂別町にもございます。それと今、ご

審議をいただいている第29号の議案のかかわりの山林基金につきましては、蘭越地区にございますし、赤井川にも

所有しております。

それと、現在どのように管理しているか、また、将来どのような管理をするのかというお話でございますけれど

もご承知のとおり、昭和30年、40年代は非常に木材の需要というのは拡大しておりまして、当時の決算説明書なり

を見ますと、立木売払収入が毎年のように数千万円、一般財源に戻されているという経過もございます。現在、国

有林野やそれから道有林も含めまして森林に対する利用の変化といいますか、森林保護に政策が転換していること

もあり、私ども小樽市の市有林の管理につきましては、３～４年前には植林を含めた数千万円単位の事業経費を導

入しておりました。しかし、現在、例えば12年度の場合、具体的には樹木の最適保育という、これは補助事業に係

る対象経費の受け入れをしながら森林の保育事業を最少の経費でやっております。この辺の財産は将来的に残して

いくことが大切でないかなと考えております。

○秋山委員

◎観光俳句ポストについて

次に、観光に関して１点だけお尋ねいたします。

観光客に対して旅の思い出なんかを一句読んでいただいて、市内の何カ所かに設置されておりますポストに投函

していただくというこれなんですけれども、平均どのくらい投函されているのか。また、これら観光客の一句に託
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された思いをどのように生かされているのか扱っているのかということを、まずお伺いいたします。

○観光課長

今ご質問がございました観光俳句でございますが、これは平成４年から開始された事業でございまして、市内の

12カ所に俳句ポストを設置してございます。ご質問にございました俳句を寄せられる数でございますが、平成11年

度につきましては、１年度を通じて合計1,264通投稿がございます。ちなみに、10年度は1,616通、平成９年度は1,

440通、大体1,000句以上は寄せられております。中でも、道外からの観光で小樽を訪れた方が寄せられる俳句はこ

の半数ほどに上っております。

また、その活かし方でございますが、これは春夏の部と秋冬の部と二つに１年を分けまして、それぞれ選考を経

て優秀作等を選出しております。その中で入選の句につきましては句集の作成をいたしまして、400部作成して、俳

句ポストの設置場所を初めとして商工会議所あるいは観光協会などの観光関連の施設にも配布をして、なおかつ、

入選者はもちろんでございますが、市民の希望される方にも配布をしてございます。

また、南小樽駅の高架下にはちょうどＪＲに乗っているところから見える場所には年３回にわたりしまてそれぞ

れ４句ずつ、あの高架の壁に大賞した句を大賞者として掲示をして紹介してございます。また、文学館、運河プラ

ザといった場所に年２回にわたりまして優秀作等を掲示、紹介しているという形で生かしております。

○秋山委員

何回か確かに教えていただいているのに、本当にただお聞きして素通りしていたと、今、再度お伺いして反省し

ておりますけれども。何日か前の新聞を見たときに、かなりの数の投函があるなということで改めて見直したもの

ですから、せっかくの思いを何かの形に生かしてあげれば観光客の方もまた新たな思いで小樽市を見直すのではな

いかなという思いで今お聞きしました。でも、このように大切に皆さんの思いを生かされているということで、本

当にありがたいなと思います。ただ、市民には生かされた形が余り浸透していないなという部分を感じました。

今後、そういうことで小樽市に道外からも寄せる思いが届いているという、知らせる方法も考えていただければな

と思います。

◎信号機設置について

もう１点関連して、大きな観光という視点から見ての要望なんですが、昨日も堺町からちょっと入船町に上がっ

た道路沿いで、他区域から来た車、十字路での衝突事故がありました。我が家の前も、かなり救急車が臨港線めが

けてしょっちゅう走っております。そういう、せっかく観光に見えて事故に遭うということは大変嫌な思い出だけ

しか残らないんだろうなという思いから見まして、堺町の七差路というんですか、あれから臨港線に出たところに、

これは関連、ここの経済部ではないということはよく何回かの質問を通してわかっておりますけれども、お伝え願

いたい。ぜひつくってもらいたいなという要望ということで矢印信号機を設置できれば、楽しい観光旅行を送れる

のではないかなと思います。港湾道路の方には信号機はつきました。その関連でスムーズに今度は上の方に上がっ

てくるようになりました。そうすると、札幌行くのと、臨港線じゃなくて縦の道路がすごく込むようになりました。

臨港線と七差路から来る信号機の区間が短いために、かなり何回か信号が変わらないと通行できません。札幌に回

る場合は右折なものですから、縦の流れがとまらないと回れないという状況が続いております。そういうことから、

何とかこの点もいい方向性に持っていっていただければありがたいという観点から要望をさせていただきます。

◎運河公園について

もう１点は、港湾の運河公園に関してお伺いいたします。

遊具館というんでしょうか、あの中に遊具施設があります。小さい子供さんを対象につくられている船の形の遊

具施設なんですが、その中で１カ所、本当は２～３歳から小学校低学年の子供さん向けにつくったところだと思う

んですけれども、斜めに、何というんですか、こういうものを出たところを伝わって上に上がるという施設がある

んですけれども、ここのボルトが時々緩んでおります。たまたまこの前、孫を連れていったときに、やはり子供は
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無理して上がろうとするんですね。ちょっと危険なので居合わせたお父さんが車に飛んで行って締めるものを持っ

てきて、押さえて２本のボルトを締めたんですけれども、そういうところも小さいことかもしれませんけれどもち

ょっと心配りをしていただければありがたいなと思いました。

もう１点、遊具館を使用するに当たって注意書きというのが書かれております。ところが、今の若いお母さんと

言うと偏るから保護者、自分は子供を遊ばせておいて、遊べる能力がある子供さんならいいんですけれども、まだ

よちよち歩きの子供さんも何となく安心して遊ばせられる建物なものですから、遊ばせながら、自分は悠々と本を

読んでいる。よその保護者に任せっ放しの保護者も見受けられます。もしも事故があったとき、だれが責任を持つ

のかなと思ったときに、もう１項目、自分のお子さんから目を離さないようにというあれは入っていたかどうか確

認してこなかったんですけれども、こういう部分があればいいのかなと思いましたが、いかがでしょうか。

それともう１点、運河公園から出まして北運河というんですか、あの中に古いはしけというんですか、廃船があ

りますね。その間、ぽんと渡って、あれに危険という注意書きはありましたでしょうか。ここも確認してこなかっ

たんですが、ちょっとこのぐらいなんだけれども、誰かが渡ると渡りたがるという光景を目にするときがあります。

あの間に落ちたらどうやって助け出すんだろうと、ぞっとしたことがあったものですから。この辺をもう一回再度

見ていただいて、注意書きか何か出した方がいいんじゃないかと思ったんですが、いかがでしょうか。

○港政課長

運河公園の遊具棟それからはしけに関して、３点ほどご提案がございました。

遊具等のボルトの緩んでいた点については、私どもの方も十分注意しているわけでございますけれども、なかな

か大人が見ている部分だけでは外れていないなというようなこともあるかと思いますけれども、あわせまして点検

をさせていきたいと思います。

それから、注意書きの部分につきましても確認し、今ご指摘のような必要も感じておりますので、これらも掲示

していきたいと思っています。

それから、はしけについてでございますけれども、たしか渡し口にあったかなという記憶もありますけれども、

定かではございません。これは確認をしまして、しかるべき対応をしてまいりたいというふうに考えております。

○観光課長

先ほど委員のご要望でございますが、所管は観光課ではないんですけれども、メルヘン交差点交通渋滞等の実態

も把握させていただいて、土木部とも協議をさせていただきたいと考えております。

○成田委員

◎プレジャーボートについて

先日の代表質問に関連するんですけれども、小樽港と観光小樽の位置づけについてお伺いします。

第２次マリーナ計画の推進するということで、漁協との話し合いが具体的に優先とされておりますが、その中で

プレジャーボートとの関係をお伺いいたします。

遊魚船と漁業者のトラブル、これはかなりのものがあると聞いておりますので、その点と。運河に停泊している

遊魚船、これの管理体制をどのように取り組むか、お伺いします。

○港政課長

市の漁協と一般のプレジャーボートの関係について、特にトラブルの関係でございますけれども、これはプレジ

ャーボートあるいは釣りをする遊魚船に限らず、漁業者とのトラブル的なものについては、漁具被害あるいは密漁

防止という部分で双方の分野から相手方に非があるようなお話もありまして、現実的に実際に漁具被害等も多少受

けてございます。この辺については私ども承知してございますし、マリーナと漁協あるいは市の港湾部の方も入り

まして、小型ボートに対する事故処理委員会というのを設立し、そのような被害関係についても対応しているとこ
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ろでございます。

また、運河係留のプレジャーボート、遊魚船の関係でございますが、運河係留の船につきましては、官公庁船あ

るいは漁船型の遊魚船のほかに一般のプレジャーボートも、スペースの関係で最近の海洋性レクリエーションの関

係でプレジャーボートも多くなってきてございまして、運河の方で暫定係留をプレジャーボートについては認めて

きてございます。

これら運河内の遊魚船、プレジャーボートの関係の管理体制といいますか、指導という部分でございますけれど

も、私どもの方で船舶の安全航行なり事故防止あるいはそれらについては、海上保安の警備救難課長を講師として

招き、説明会等々で指導をしてございます。

その際に、私の方から漁業組合の事故多発地帯といいますか、漁具被害の多発地帯というようなエリア、あるい

はそういう漁具関係の入っている資料等を渡し、十二分に注意して海洋レクリエーションを楽しんでいただきたい

というような形で説明会の中で指導してきてございます。

○成田委員

漁協では、やはりプレジャーボートとの話し合いがきちっとできていれば第２次マリーナ計画については賛成す

るような意向も聞いていますので、管理体制をきちっとしていただければ漁業に被害は出ないし、ただ、無防備に

なっている遊魚船に対して厳しいトラブルが起きるので、そういうのだけなくなれば計画に沿って相談に乗ります

という話を聞いていますので、ぜひ推進していただきたいと思います。

◎石狩湾新港と小樽港の役割分担について

小樽港の商船の入港の状況と今後の推移について、石狩湾新港と小樽港の役割分担その辺も、お伺いしたいと思

います。

○港湾部長

小樽港と石狩湾新港の機能分担というお話でございますけれども、従来から石狩湾新港につきましては道央圏の

物流の需要に対応できるということで対処するために委託されておるわけですけれども、一方、小樽港につきまし

ては従来から貨物の輸入基地というそういう位置づけの中で、それぞれ港を整備化しながら整備を進めてきておる

わけですけれども、これらにつきましても平成10年に港湾計画を改定しているわけですけれども、その時点でもや

はりそれぞれの港の機能を十分生かしながら、将来ともに整備を進めていこうということで、機能分担といいまし

ょうか、それぞれ港を持っている機能を生かしながらの港湾貨物の目標を定めておりまして、現時点ではそういっ

た方向を維持しながらこれからの機能分担というのは現時点では進めていかなければならないと、こんなふうに思

っております。

○成田委員

小樽のこれからの小樽港の生かし方というか、石狩湾新港には荷主の強い要望もありまして、かなりの物流が流

れているようにお伺いします。

そこで、機能分担、機能変換させる意味で、小樽港の商業バースとして使える部分と観光船が使える観光船バー

スとして使える部分、この辺の区分をしてはいかがなものでしょうか。

○港湾部長

確かに石狩湾新港の港、背後を含めて小樽に企業が進出し企業活動をしておるという実態もございます。今お話

のように、新港を物流港、そして小樽を観光港ということでございますけれども、私どもはやはり先ほど来お話し

ておりますように、100年の歴史のある商港として位置づけしてございまして、私どもとしては、石狩湾新港とでは

背後圏というのは多少バッティングするということもあるわけですけれども、商港としてそれぞれ目標を持ってご

ざいまして、商港としてのそれぞれの位置づけの中で港湾計画を定めておるわけですので、そういったものを踏襲

しながら今後進めていきたいなということで考えております。
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○成田委員

商業港での中身、観光というのは商業にもかかわる問題が一つあると思うんです。観光の分野で埠頭の一部を利

用している部分もありますし、観光振興公社が使っていて観光船３艘か４艘入っているんじゃないんですか。その

辺の分野も含めて、第３埠頭を観光客船のバースとして使えるような方向へ考えてみたらどうかなと思います。ま

た、第３埠頭の整備も、中央倉庫と倉庫の間がかなり雑草が生えていますので、その辺も整備しながら観光のイベ

ントとしてまた使えるのではないかという考え方もあります、その辺も含めてお伺いします。

○（港湾）工務課長

第３埠頭の整備等についてでございますが、平成７年度に作成いたしました小樽港湾整備計画調査という長期計

画がございまして、その中では１号埠頭から３号埠頭までを埋め立てして中央地区再開発計画をつくるという計画

がございます。現在、1期工事ということで第１埠頭のところを整備してございますが、将来的にそういう構想があ

りまして、その構想の中で一つには第３埠頭の基部それから手宮側の岸壁の部分、これらを観光船や旅客船のバー

スと、そういう位置づけがございます。ただ、これにつきましては、まだ今の港湾計画に位置づけしてございませ

ん。あくまでも長期計画という形で考えてございます。そういう面から、今後実施に向けての港湾計画の改定に当

たりましては、今言われましたイベントの会場の件、これらも含めまして今後検討してまいりたいと思います。

○大竹委員

◎観光港について

今、成田委員いろいろ質問されましたけれども、それにちょっと関連しながらお尋ねしたいと思います。

今の港湾部の方にお伺いしますけれども、港湾計画では位置づけの中で観光的なものは当然位置づけされていな

い計画だと。長期的にはあるけれども短期的にはないということで答弁がありました。国の施策の中で小樽港の位

置づけというのは、確か観光港という位置づけがあると思いますけれども、その辺はいかがですか。

○港湾部長

今の観光港の位置づけというお話でございますけれども、これにつきましては、昭和59年かと思いますけれども、

道央圏の港湾の連絡会議ということで、道内の５港、室蘭、苫小牧それから石狩湾新港、小樽、留萌ということの

港湾管理者と、それから北海道開発局が入りまして、将来の港のあり方ということでそういった道央圏の港湾基本

構想というものがたしかあったと思います。その中で、今お話のございましたように、苫小牧と新港は産業軸とい

う位置づけの中で物流拠点という位置づけ、その他の港につきましては観光型ということの位置づけされて、そう

いった構想的な話は確かにあったかと思います。

これにつきましても、当時の平成５年辺りにそういった報告が一つの諮問の中での委員会の中での話として出た

話ということで伺っていますし、当然その時点ではそれぞれの港湾管理者、特に小樽港につきましては業界等の意

見も含めましてそういったことが一時報道されたということに対して、やはり業界の中でも相当数それに対して異

論を唱えているという話も聞いております。

現在その動きにつきましては、最近特に言われています港湾の管理のあり方ということで、いろいろな港湾審議

会の中での社会情勢の変化に対応した港湾の整備というところから、その辺の見直しにつきましても今後どういう

形で進めていいのかということで、先ほどお話しした国なり道なり港湾管理者が入りまして、そういう協議会を持

ちながら今後の道内港湾の進め方を議論していこうというところまで今来てございまして、これにつきましても、

今後それぞれの港の特性を生かしたそしてそれぞれの流通港湾という位置づけをそれぞれ持っておるということで

ございますので、そういった会議の中でまた議論されるのかなと、こんなふうに思っております。

○大竹委員

そういう中でこれから議論されるということですが、小樽のこれからの港湾の生き方としました中で確かに商業
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港ということの位置づけは、100年の歴史を持っております。これから先、対岸貿易も考えた中、あるいは石狩湾新

港の現状を考えた中で、これから小樽の港湾が港湾として生きていくためにどういうような、方向転換ということ

まで行かないまでにしても、生き延びるための一つの道、それを探っていかなければじり貧になるだけだと思いま

す。この間、新聞でありましたように、穀物の輸入量も結局全道的シェアでは全体量はそれほど変わらないのに小

樽が40何％減っているという現実があります。そうしたときに、港湾が生きていくためにはどうしなきゃならぬか

ということが、先に向けてのいろいろな考えを持ちながら港政をやっていかなきゃならないという、そういう責任

があると思います。

今言われた中で、これからいろいろ審議するに当たって、今、観光港的な観光港というようなことも頭に入れな

がらその審議会なりに向かっていくつもりなのか。それをやはり100年の歴史があって、現在の業界がなかなかそう

いう話になっていないからやっていかないのか、やってそれを進めていかないというつもりなのか、その辺、ご意

見といいますか、ご所見を伺いたいと思います。

○港政課長

確かに観光港という位置づけというお話がございましたけれども、小樽港につきましては、再三お話ししていま

すように、やはり穀物輸入基地ということが一つと、それからやはり港というのはフェリー貨物ということが大き

な基幹になってございまして、それに伴いまして対象貨物が若干あるわけですけれども、少なくとも小樽の港とい

うのはやはり商港としての位置づけの中で進めてきてございますので、現時点では観光港というこういった位置づ

けでございますけれども、先ほどお話しさせていただいたように、やはり業界ではまだまだ商港というもののきち

っと堅持していかなければならないというスタンスをお持ちになっておりますし、先ほどお話がありました協議会

の中もどういったスタンスでいくのかというお話でございますけれども、私どもは従前と同様に商港という位置づ

けをしていかなければならないなと思っておりますし、仮に観光港ということで業界の方から若干でもそういった

お話がもし仮に出てきたとすれば、またそれに対する議論も今後詰めていかなければならないと思っていますので、

私どもとしてはやはり商港という位置づけの方向を。ですから、方向転換というのは今のところ考えられないので

はないかなと、こんなふうに思っております。

○大竹委員

今のお話を聞いていますと、小樽全体の貨物の量が減ってもしようがないというように聞こえるんですけれども、

やはり生きるための道として、穀物も減っているし、それからフェリーの方も便数が減るかもしれませんというこ

とも懸念されています。そういうことで先に向けていろいろ考えていかなければならないのも政策だと思いますの

で、今のものを堅持していくことによって、これから先小樽港が成り立っていくのかどうなのか。成り立っていく

というそういう思いの中でもって物事をやっているというのはわかりますけれども、減っている現実の中では対応

策がないとなかなかその辺は大変じゃないかな。確かに急に変えることはできないまでも、これから先に向けて長

い目で政策として港湾政策を考えなければならないし、その辺ちょっと私は理解できないところなんですけれども。

○港湾部長

済みません、先ほどちょっとお話が漏れましたかもしれまんせけれども、確かに今言われる懸念というのはある

部分はあるのかもしれませんけれども、私どもとしてはそれに甘えているということではなくて、やはり今、港湾

というのは日本の国もそうなんですけれども、ほったらかすというのは相当進展してきてございまして、私どもも

一つは新港は今回新たに航路を持ってきているわけですけれども、私どもも従前からそういった航路誘致に努めて

おるわけですけれども、今年も振興室という新しいセクションを設けましてコンテナ誘致に積極的に取り組むとい

うことが一つあるわけですけれども、それとともに、既存の貨物を何とか維持していこうということで、コンテナ

航路の要望とあわせて私どもは集荷活動にこれから努めていきたいなと、こんなふうに思っています。

○大竹委員
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◎観光の経済波及効果について

それで単に見直すだけの話ではなくて、小樽市自体、全国的に見ますと観光という面で脚光を浴びている小樽市

でありまして、いろいろな視察に行きましても小樽が置かれている観光といいますか、観光客の入り込みから見て

も非常に日本全国の中でも特化しているような、そんなような存在であると思うんですね。そういう中で、観光に

おける経済波及効果ということを考えますとこれはかなり大きなものがあると思うんですけれども、それについて

観光の経済効果についてどのような大きさがあるとお思いになっているのか、経済の方にお伺いしたいと思います。

○観光課長

経済波及効果ですが、委員ご指摘のとおり、昨年度の入り込みで約973万人という入り込みがあったということで

公表させていただいております。上半期、下半期ということで入り込み状況を調査しているところでございますが、

何分経済波及効果ということになりますと、その指標なりがなかなかまだこちらの方で用意できていないというこ

ともございまして、入り込みに対応した形での波及効果ということでは今現在把握はしていないというのが現状で

す。

○大竹委員

経済、これはやはり一番大事な、地方自治体全体を考えたときに経済というのは非常に大事なものだと思います。

確かに指標という形の中で、数字的にこれがこうだからこうなるというものじゃないのも経済の動きだと思うんで

すね。そういう中でこれから経済政策をいろいろやっていく中の一つの観光政策の中でどういう形をとることによ

って、全体計画といいますか、全体の経済が底上げされてくるのかという、そういう考えのもとに物事はやってい

かなきゃならないと思うんで、確かに数字であらわれませんということではなくて、こういう期待をしたいと思い

ますというものに向けて施策をしていかなければならないのが経済政策だと思うものですから。その辺についてか

なりの波及効果というのは、他の産業に比べましても非常に波及効果の大きいのが観光産業だと私は思っているん

ですけれども、その辺はどうお思いですか。

○観光課長

委員ご指摘のとおりでございます。北海道通産局の公表でも、例えば今年のデータで予想として0.1％の道内の経

済の伸びが下がるという。その原因として、公共事業減とそれから観光客のこの間の入り込みの減という、この２

つの大きな要素を挙げているところでございまして、小樽市においても観光の経済波及効果というものは大変大き

なものがあろうかと思います。

ただ、観光と一概に申し上げましても、観光客の観光関連施設も宿泊施設等も含めまして他市に勝っております

し、物品の加工物産の販売、そういったところの製造業、そういうところでもやはり当然波及効果が波及すること

でございますから、小樽市の商業全般にもまたつながることでございまして、今現在経済波及効果にすぐ結びつく

ということにはなりませんけれども、この２年にわたって動態調査と申しまして、小樽市内でどのような人の流れ

が今つくり上げられつつあるのか、それがもとになって人の流れに基づいた経済の動きというものを把握できるの

ではないかというようなところを考えているところでございます。全体の経済波及効果というところまでまだなか

なか行き着かないところでございますが、そういう把握できる方向をまた将来的には検討して考えて今作業を進め

ていきたいと思っております。

○大竹委員

それで経済部の面に対しても港湾部に対してもなんですけれども、小樽市自体が北海道全体を考えたときに、や

はり観光産業というものの位置づけというものが全国的な中でこうやってあるものですから、そういうことを考え

た中で小樽市自体が観光の宣言都市というようなものだったら、あるいは今の商港にプラスして観光港というよう

な形をとっていく、そのような形に、すぐではないにしても先々進んでいっていただきたいと思うんですけれども、

いかがなものでしょうか。
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○経済部長

確かに今、観光課長からお話がありましたように、観光というのはかなりすそ野の広い産業でございますので相

当の経済効果があるだろうというふうに思っています。

ただ、残念なことにといいますか非常に難しいことに、波及効果を正確に算出するにはやはり産業連関表という

ものをつくらなければこれは難しいということもありまして。今のところ、残念ながら内部的には実数面でといい

ますか、提示されていないので大変申しわけないと思っておりますけれども、どういう形でそういうものができる

のか、今後の形での研究はしていきたいなというふうに思います。

○港湾部長

観光港という位置づけはどうなのかということでございますけれども、一つは今お話がありましたように、小樽

は観光で相当やはり動いているところもありますし、一つは観光の港としてどうなのかという課題もあるわけです

けれども、そうなりますと、ご存じのように小樽の港というのは相当古い施設が多くて、これから観光港としての

位置づけを確立していくためには相当の規模というか、そういったものもやはり考えていかなければならないとい

うことがあります。

そんな中、私どもとしては従前お話ししておりますように、一つはまずそういった港湾の一つの商港としての機

能充実が先だろうという位置づけを持ってございまして、先ほど来お話がありました構想の中にはあるわけですけ

れども、財政が厳しい状況の中で、当面は港湾機能の充実というところを重点的にまず進めていきたいなと、こん

なふうに思います。

○大竹委員

今の港湾の関係ですけれども、財政が逼迫しておりますので、公費で実際に持ち出すのは大変なものですから、

国の政策に沿った直轄事業の中でやっていただかなければならないという、そういうことがあると思いますので。

ですから、国とまずその辺の調整とりながら、国の想いあるいは地方の想いという形の中で進めていっていただけ

ればと思います。

◎ＩＴ革命の推進について

平成13年度、来年度に向けての経済産業省の予算概要関係の要求の関係も含まれてくるんですけれども、これか

ら先に向けて日本新生プランの重点の４分野、その中にＩＴ革命の推進ということがございます。そういう中で随

分ＩＴ革命とかＩＴ戦略とか言われているんですけれども、これに向けて、これからやはり地方の時代とも言われ

る中で、独立性あるいは他の自治体との差異化を持った施策を先に進めていくということが、やはり財政が逼迫し

ている中で国の予算を先取りしていくということから考えますと、非常に先に進んでいくということが大事なこと

だろうし、また地域の特性が出ているということが大事な要素だと思うんですよ。

そんな中で、私もいろいろな面でＩＴの中で現在経済部の中でいろいろ進められているなという想いはしており

ますけれども、これからＩＴ政策に向けてどのような形で進んでいこうとしていくのかということを、まず国の政

策がどうあるからこうなんだということと、それと、小樽ではこういう形でもってそれぞれの分野の中でこういう

形で進めていきたいんだという想いがあると思いますので、その点、それぞれの原課の中でとらえ方とそれからど

ういうふうな取り組みをしていこうと考えているかという、また、それに対する効果あるいは効用というものもど

ういうことが見込まれるんだというようなことを、それぞれの中でお話し願いたいと思います。

○商工課長

それぞれの現場の方からお答えしますけれども、最初に私の方から、お話しありましたとおり、今ＩＴの問題が

今国会の中でも基本法をつくるだとか日本型ＩＴ社会をつくるという形の中でかなり具体的になってございますし、

お話がございました13年度の経済産業省の予算の中にもＩＴ経済の発展ということで、中小企業政策あるいは農林

政策含めていろいろな政策が具体的に出ております。当然ＩＴに関する基本的な啓発や情報提供、研修あるいは計
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画市に対する支援だとか金融措置だとか、さらには経営支援体制、先ほど来議論になっている中小企業支援センタ

ーも含めた、そんな具体的な政策にそれぞれ今概算要求の段階ですけれども予算が盛り込まれようとしております。

私どもは、それを受けて個別にやろうとしていることを何点か申し上げますけれども、商工業の分野でいいます

と、一つは既にもうやっているものということでは、割と手短なというかやりやすいところから始めていますけれ

ども、現在、今年度９月からは電子メールを使った商工業情報というのを各企業に提供しています。これは当然小

樽市内だけでなくて、いろいろなところへ見ていただくということで情報を発信をしておりますし、さらにはホー

ムページの作成教室というのを経済部サイドで毎年１回ずつ今開いています。こんなものは既に実施しております。

さらに今、準備をして考えておりますのは、市内企業の情報等をＣＤ－ＲＯＭ化をしてつくり上げて、これもま

た外向けに発信していく。これは相当数の枚数をつくらなければなりませんけれども、できれば13年度事業の中で

これをつくって全国発信をすることによって販路の拡大を図っていく、こんなことも考えております。

さらには、企業情報の交換ということで今ホームページを一つ立ち上げまして、小樽以外の我々のおつき合いの

ある、例えば岩手県の北上なんていうのは工業が進んでいるところでありますし、さらには東大阪、これは商業が

かなり進んでいる、こんなところとの情報交換もありますので、それぞれ一緒になったホームページをリンクさせ

てそれぞれ在庫なり技術等の確保なり情報提供なりと、こんなものも今後進めていきたい。そんなことを今我々と

しては考えております。

○（経済）藤原主幹

労政の関係といたしましては、国の方でＩＴ革命ということの以前からですけれども、ハローワークの方とかで

は窓口業務のコンピュータ化ということで端末が置かれたりとか、ホームページによるインターネットサービスに

当たられたりとか、それから道能力開発機構によりまして職業訓練というふうなことを出されておりまして、私ど

ものいい点は、やはりＩＴ革命だけではないんですけれども、各企業がＯＡ化されることによって実際の仕事がで

きる方が欲しいというふうなこともありまして、そういうミスマッチの解消も考えたことでＯＡ化研修講座という

のをやっております。

○（経済）小鷹主幹

私の担当であります商業振興の関係からお答えしたいと思いますけれども、商業振興の関係からしますと、国の

日本新生プランの中でも電子商取引の推進ということで１項目あるかと思います。いわゆる電子商取引といいます

のは、通常商業者と企業者の間でのいわゆる買い物をする場合にインターネットを利用して買い物をするという形

態が非常にここ最近急速に発展してきておりまして、多くは電子ショッピング・モール又はバーチャル・モールと

かという言い方をしますけれども、そういったものをホームページの中で開設いたしまして、商業者がそのモール

にアクセスすることによりまして商品や債権の購入の意思決定をして買い物をするという、こういった形態のもの

になるかと思います。

国内におきましての代表的なものとしましては、楽天市場ですとかクリオシティとか、そういったものがかなり

の数千社に及ぶような出品企業を抱えた、そういったホームページもございます。そういった急速な発展はあるわ

けですけれども、この消費が全面的に、いわゆるＥＣと呼ばれておりますけれども、エレクトリック・コマースの

分野に移行していくかというと、必ずしもそうではない。一部としてはもちろん発展はしますけれども、必ずしも

全面的に移行するかというと、そうではない。しかしながら、今後ともそういったものの取引というのは非常にふ

えていくだろうというふうに考えております。

道内とか市内ではどういった状況にあるのかということになりますけれども、道内では代表的なものとしては、

クラブ北海道というものが指定企業は約40社以上になるかと思いますけれども、そういったバーチャル・モールを

立ち上げておりまして、そのほかにも地方においても数社そういったところを立ち上げているということはお聞き

しております。
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小樽市内で見ますと、現在、ある民間会社が小樽だドットコムという名前のものを立ち上げようとして準備して

いるところですけれども、私どももそれを立ち上がったかどうか見ておりますけれども、まだ準備中ということで

表示がなされている状況であります。これからその辺が出てくるかなというふうに思っておりますし、それから、

私どもの施策とも直接関係するという点でいきますと、小樽市の商店街、昨年の11月になりますけれども、市商連

の青年部の方で私どもの商店街情報化推進支援事業を活用しましてホームページを公開したところでございまして、

現在５つの商店街がこれに公開されて紹介されておりますけれども、さらに今年度中にもう１商店街が加わるとい

うことを聞いております。それから市場でも、ある市場でもホームページの検討中であるということを聞いており

ます。こういった広がりが少し今後出てくるかなというふうに思っております。

それから、今の部分は買い物ということのお話になりますけれども、買い物をした後に、いわゆる決済の手段、

こういったものについてお話がまた出てくるかと思います。これは、いわゆるネット上で物品やサービスを取引し

た場合にどういった対応をするのかということで、最近よく言われております電子マネーですとかデビットカード

ですとか、そういったものの決済手段が出現しているというのが実態であります。特に大手のフランチャイズであ

るコンビニエンスストア、こういったところは商社等と提携しまして非常に先行して今進んでいるということで、

いわゆるこの辺が日本型のＥＣになっていくのではないかというふうに言われているところであります。

小樽市内ではその辺の取り組みはどうなのかということになりますと、ちょっとお聞きしたところによりますと、

デビットカードなんかはまだマイカルのいわゆる急配の取次店、こういったところで１件だけあるというように聞

いております。それから電子マネーについてもまだ対応しているところはないということで、金融機関は既に取り

組みは視野に入れておるようですけれども、実際にそれに参加している店がないというような状況で、もう少し時

間がかかるのかなと思っております。

商店街自身の情報発信という面それから運営管理という面からいきますと、情報発信としてはホームページ等を

使いましてアクセス情報をできれば流していきたい。これは私どもの方より商店街の方へ提言というか、そういっ

たもので働きかけをしておりますので、今後ぜひやっていきたいものだというふうに思っておりますし、商店街自

体の運営システムとしても、ＩＴ関係のものを使用していくことによって、いろいろな組合の中での処理が事務処

理等も含めまして一括管理できるシステムというものが期待されるというように聞いております。

我々としましては、今後こういったものを発展できるように、私どもも持っております商店街情報化推進支援事

業、そういったものの制度の充実などを図りながら全庁的に支援していきたいというふうに考えております。

○観光課長

観光振興の分野で申し上げますと、国のＩＴ施策をにらみながらということになりますが、まず、現在市の方で

取り組んでおりますＩＴ施策としましては、観光情報のホームページの開設ということで実施をしております。こ

れは小樽市のホームページの中での観光情報を提供するということはもちろんでございますが、これに加えまして、

小樽誘致促進協議会と連携をとりまして別のホームページを開設しております。また、誘致協とのホームページの

中では小樽観光を考えるというウェブサイトも設けておりまして、これは双方向の、受信者側も書き込みができる

という双方向の編成を見ております。こういった中で小樽観光にご意見をあるいは苦情等も寄せていただいており

ますが、そこでも円滑処理ということにも活用させていただいております。

それから、今後できそうだ、あるいは私どもの観光振興の面で課題としていきたいという観点から申し上げます

と、ＩＴ施策の関係では観光情報の提供システムといったものを整備充実していきたい。これは単にパソコンある

いはホームページでというだけではなくて、まず観光情報を一元的に集約をするところを設けまして、そこのシス

テムを構築することによって、インターネットだけではなくて携帯電話あるいは携帯電話に接続したカーナビケー

ション、そういったものからもまたアクセスが可能な形にしていきたい。それのシステムが構築されることによっ

て最新のイベントもそうですが、宿泊施設の予約状況なども、そこまで察知あるいは情報収集することができると
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いうシステム。

実際、このシステムを立ち上げすることを課題としまして、今現在の観光情報のデータベース化というものを今

年度事業ということで進めていきます。

○水産課長

水産課でございます。今、国がやっておりますＩＴ政策の構築するつながりかどうかわかりませんが、道の事業

でマリーンネット北海道というシステムが平成10年度から14年度に出ますということでなっております。具体的に

は、要するに道の取り組み機関、それから道、後志各支庁それから漁協等をネットでつなぎまして、いわゆる最新

研究情報だとか漁獲情報だとか、そういうものを公開できるものは公開、だれでもインターネットを通じて入手で

きる、収集できるということで今やっております。これが今のＩＴ施策に先駆けてといいますか、要するにこうい

う枠を今構築中であるということでございます。

○経済部副参事

私どもの農林業のかかわり等のＩＴのかかわりでは、既にやられているのは、国、道、市とのネットワークの中

でいわゆる水田の情報管理の関係、それから森林の関係、この辺は整備し行政に反映されております。今後の研究

課題としては、例えば農地の基本台帳の管理システムを何とかつくり上げていきたい。そのほかに農地のかかわる

地図の情報システム、これも研究課題の中で何とか整備していきたいなというふうに、そのほか関係する機関から

のリアルタイムの情報、これは今以上に進めていかなければならないし、もう一つ、小さな話になりますけれども、

農家の人たちに携帯電話を持たせること、それからパソコンの使い方になるんですが、これは農協主体で今研修会

等々行っております。これを進めることが今動いている政策につながっているのではないかなと思っています。

○港政課長

港湾部のＩＴ政策の関係についてでございますけれども、港湾活動におきます港湾施設の効率的また効果的な運

営が求められているということで、現在海上保安を中心といたします入出港届の効率的処理を目的としたＥＤＩと

申します。他に、大蔵省の税関の関係でおけます海上貨物の通関関係の情報処理として、Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳとい

う二つの情報システムがございますけれども、これら部分の他に、現在法務局の方につきましても入港する関係職

員の情報システム化、これらを一体として港湾の代理店を含めます港湾関連、俗にいうＣＩＱの関係の一括ワンス

トップ処理をしていきたいということでございます。これらにつきましては、現在小樽におきましては今一部Ｓｅ

ａ－ＮＡＣＣＳが出しているやに伺っていますけれども、今後小樽の港湾部としましても、これらによって導入方

の検討もしていく必要があるかなと思います。

また、これらの情報のデータの集積等々によりまして、こういったポートセールスですとかあるいは小樽港の整

備、あるいはホームページを活用することによるポートセールス、あるいは防災関係のデータ、これらのものにも

活用が可能なのかなということで考えてございます。

○大竹委員

それで、電子マネーとかはいろいろなことがありますので、指導に当たってはセキュリティーの問題が後からこ

んなつもりではなかったとか、あるいは大きな陥穽がということがありますので、その辺はよく注意してご指導の

方を願いたいと思います。

それで今、皆さんいろいろ長い時間をかけてそれぞれの取り組みを発表していただいたんですが、そういう中で、

これはどこか一カ所的にといいますか、集約された中での情報ということがどうしても必要になってくると思いま

すので、そういうようなことを集大成された拠点が私は必要だと思うんですけれども、それについて、最後ですが、

取り組みに向けてどのようなお考えになっているのか、最後にお聞きして終わりたいと思います。

○経済部長

先ほど来いろいろとうちの方から長い時間をかけて答弁をさせていただきましたけれども、おっしゃるようにＩ



-26-

平成１２年９月２５日 経済常任委員会会議録

Ｔというのは経済産業だけではなくて、市民の日常生活に大変大きな革命と言える、時代が変わるようなものだと

いうふうに認識しておりまして、その中でも、国、道、市あるいは地域あるいは産業界全体でやるべきものがある

んだと思うんですね。

そういうことで、今私たち拠点のお話が出ましたけれども、これは大竹委員ご承知ですけれども、商工会議所の

中に小樽後志地域支援センターというのがまずあるのですが、その中で今回の13年度の予算概要の中にもあります

ように、特にＩＴの部分についてはコーディネーターといって専門職を配置しながらＩＴ活用に取り組む中小企業

者の支援をするというのが一つありますので、私たちとしてはそちらの方との連携をどうするべきかというのがま

ずあります。

そのほかに、地場産業振興会議の中のワーキングに、町育て支援センターないしは産業情報センターといったも

のの立ち上げといいますか、そういうものにいろいろ議論されている状況もありますので、いつということは明確

には言える状況にはないわけですが、そういう中でもＩＴについて一つ取り扱う分野として考えていくべきなのか

なと思っておりますので、そういうものも含めてどういう仕組みがいいのか研究させていただきたいというふうに

思います。

○委員長

以上をもって質疑を終結し、付託案件に関しこれより一括討論に入ります。

○西脇委員

陳情17号は採択を主張しております。小樽市職安管内の有効求人倍率は0.37倍、昨年同月比と比べても下回って

おります。依然として最悪の雇用状況が続いています。そういう雇用問題の解決は一刻の猶予も許さない状況にあ

りますので、願意は妥当、採択を主張します。

○委員長

以上をもって討論を終結し、これより順次採決いたします。

まず、陳情第17号について採決いたします。

継続審査とすることに賛成の方の起立を求めます。

（賛成者起立）

○委員長

起立多数。よって、継続審査と決定いたしました。

次に、ただいま決定いたしました以外の案件について一括採決いたします。

議案第29号については原案どおり可決とし、陳情第48号及び経済の活性化についての調査はいずれも継続審査と

することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○委員長

ご異議なしと認め、さように決しました。

本日は、これをもって散会いたします。


